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令和７年度第２回甲賀市子ども・子育て応援団会議 会議録 

 

日時：令和７年９月２５日（木）  

１０時００分～１１時３０分 

場所：甲賀市役所３０１会議室  

 

１．開会 

 

２．市民憲章唱和 

 

３．議事 

発言者 内容 

会長 皆様、本日は公私お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

本日事務局の方からたくさんの資料を準備していただいております。 

それぞれの立場から、気になる点や気づいたところっていうのは、異なると

思います。それぞれの立場でしか気づけないことということがあると思います

ので、皆さんのお立場から、気づいたところを意見いただいて、皆さんでより

良いものにしたいなと考えております。 

それでは、議事に入らせていただきますが、その前に会議の成立について事

務局から報告をよろしくお願いいたします。 

事務局 本日の会議の成立について事務局からご報告させていただきます。 

本会議条例第６項第２項では、会議は委員の過半数が出席しなければ開くこと

ができないとなっております。 

本日の会議には、委員１９名中１５人の委員のご出席をいただいております

ことから、会議の開催要件を満たしていることをご報告いたします。 

会長 それでは、次第に基づき議事を進めます。 

まず、資料の確認を事務局からよろしくお願いいたします。 

事務局 まず事前に郵送いたしました資料の確認をいたします。 

会議次第、資料１、第２期計画の第３章計画評価シート、資料２、甲賀市こ

ども基本条例の制定方針及び甲賀市こども計画の策定方針、資料３、甲賀市こ

ども意見聴取の結果報告、資料４、アンケート項目の案、以上となっておりま

す。 

本日の資料としては会計課からのお知らせを机上に置かしていただいており

ます。 

資料が不足している方、お持ちでない方がいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

会長 それでは、次第に基づき、議事の１、令和６年度の甲賀市子ども・子育て応

援団支援事業計画の進捗状況について、事務局より説明をよろしくお願いいた

します。 

事務局 それでは、議事の１、甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画の進捗状況

についてのご報告をさせていただきます。 
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こちらの第４章計画評価シートにつきましては、子ども・子育て支援法に基

づく実施計画ということで、その取り組み状況を毎年報告させていただいてお

ります。 

応援団計画の第２期計画は、令和２年度から令和６年度までの５ヵ年を計画

期間としており、昨年度が最終年度でございました。 

本日はその５か年の最後のまとめということで、その結果を報告するもので

す。 

それでは資料１の１ページ目、表紙のところをご覧ください。 

１枚目は、第４章、基本方針というのが計画にございますが、その基本方針

ごとに、５つの基本方針ごとに、事業についての評価とポイントをまとめてお

ります。 

ページめくった２ページ目以降からはつづら折りになっておりますけれども

各事業の取り組み結果について報告させていただいております。 

表紙に戻っていただきまして、こちらの評価の基準につきましては、３段階

で評価をしております。 

右側のところです。 

評価ＡＢＣとございまして、評価は、計画について成果あり、達成できた。

Ｂは概ね達成できた。Ｃは、計画の達成に課題があり、または成果がなかった

という評価になっております。 

１枚目の円グラフをご覧いただきますと、ほとんどの事業が青色のＡ評価、

またはオレンジ色のＢ評価で、概ね順調に計画の取り組みが進んだと考えてお

ります。 

一方で課題あり、成果なしとした評価Ｃの取り組みが、基本方針４の中で１

件ございます。 

次にその下、令和６年度の成果ポイントです。新規拡大した事業として２つ

を挙げさせていただいております。 

まずは、病児・病後児保育事業です。詳細の資料では、３ページの真ん中あ

たり、ナンバー２８の行をご覧ください。 

こちら、病児・病後児保育事業のポイントとしましては、令和６年度から、

市民の病児病児保育の利用料を、当分の間無料とさせていただきました。 

市民が市外の病児・病後児保育施設を利用された場合も、かかった費用を後

日補助するということで、同様に無料としております。 

この病児・病後児保育事業は、従来、水口子育て支援センター、今は新施設

になっておりますが、旧施設で実施しておりました。 

この水口の子育て支援センターの移転にちょうど時期を同じくするのです

が、１０月からは、水口の民間医療機関併設の病児・病後児保育施設で事業を

開始することになりました。 

みなくちこどもクリニックさんの併設の病児・病後児保育室になります。 

こちらについて、甲賀市から運営の補助金を出すということで、お願いする

形に移行しております。 

この新施設では、病児・病後児保育の定員が従来の６名から８名に増え、ま
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た何よりも、医師が常駐するクリニックに併設されている病児・病後児保育室

になりましたため、より安心してお子様を預けていただけるようになりまし

た。 

こちら、拡大ポイントの１つ目です。 

次に官民連携事業です。資料では６ページ、ナンバー５６をご覧ください。

官民連携事業では、ベビー用品メーカーであるピジョン株式会社と、令和５年

度から連携協定を締結し、官民連携事業を開始しております。 

令和６年度では、官民連携を拡大しまして、企業の専門知識を生かした講座

を計６回開催させていただきました。 

その内容としましては、市の総合防災訓練に合わせて同時開催しました赤ち

ゃん防災、これは、赤ちゃんのいる家庭において、どのような防災の備えをし

たらよいか、そういった講座を１回開催していただいきましたほか、チーム育

児スタートアップ講座を開いていただきまして、新米ママと新米パパとの間

に、認識のギャップが生じるその理由と対処方法について学ぶ講座を、計５回

開催していただきました。こちらが拡大事業の２つ目でございます。 

２件をピックアップして報告をさせていただきます。 

また、表紙に戻っていただきまして、終了縮小した事業の中から終了事業を

２つピックアップしてご報告させていただきます。 

まず右の１つ目につどいの広場事業でございます。資料の３ページ、ナンバ

ー２３をご覧ください。このつどいの広場事業は、地域子育て支援拠点の１つ

でありまして、こちらが令和６年の９月末で終了をさせていただきました。 

こちらは、少人数による交流拠点として、育児ひろばアプリコットさんにず

っと委託をさせていただいておりました。 

拠点の場所としては甲南から水口に移転した経緯があり、最後は水口体育館

のキッズルームで運営いただいておりました。 

こちらは令和６年１０月に、先ほども申しました、新しい水口子育て支援セ

ンターが新設移転オープンしましたことから、拠点の機能を統合しまして、こ

ちらのつどいの広場については、閉じさせていただくということになりまし

た。こちらが終了事業の１つ目です。 

次に、また表紙に戻りますが、バリアフリー化の事業についても、終了事業

としてピックアップさせていただいております。 

資料では、１４ページの、ナンバー１５２、となります。こちらのバリアフ

リー化事業につきましては、既存の保育園、小中学校などの各種子育てに関す

る施設を長期的な計画のもと、耐震化工事、長寿命化工事といったものに合わ

せて、バリアフリー化工事を進めて参りました。令和６年度は、伴谷小学校の

バリアフリー化工事を終えました。そのことによりまして、既存の施設につき

ましては、計画した工事が一通り終了したものです。 

もちろん既存の施設のバリアフリー化が終了したということで、今後また新

設するものについては当然バリアフリーの観点から、施設整備を継続して進め

ていくものでございます。 

以上簡単ではありますが、子ども・子育て応援団支援事業計画における第４
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章計画評価シートについての説明とさせていただきます。 

触れさしていただいていないところ、たくさんございますが、皆様の関心の

ある分野、また、お立場から、気になったところや関心のある部分について、

ご意見等、ご質問等いただければと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 大変たくさんの事業があって、なじみのある事業もあれば、ちょっと聞いた

こともないような事業もあると思うんですけれども、何かそれぞれの立場か

ら、気になったところとか、それぞれ評価がついておりまして、評価はＢが多

いんですけども、評価に限らず、何かご意見等ございましたらよろしくおねが

いします。 

委員 ２点ちょっとお尋ねします。 

まず１点目がファミリーサポートセンター事業。これＳＯＳっていうか、手

助けをしたいという内容が、もうちょっと具体的に分かればありがたいなと思

うのですけれど。小学生とか、区分に丸がつけてあるんですけれど、どういう

内容で、助けられるのかを知りたいです。 

２つ目が、４９番のところに、地域の自治振興会等の子育てサロンがありま

す。私の住んでいるところでも、ちょうど明日サロンがあるのですけど、聞い

てきたら、申込者が１組です。私も当番が当たっているのですけど、結構たく

さんの人数で準備して、来られるのは１組。ちょっと寂しい思いがしています

ので、ここの自治振興会単位での取り組みがどうなのかなと、ちょっと疑問を

持ちました。 

一方で、これは別なのですけれど、夏休みとか冬休み中の、学習会、自治振

興会とか、各自治会がやっている、地域交流学習会は、参加人数がどんどん増

えてきて、今度はお手伝いするサポーターだとか、その辺の人数が足らなくな

ってきているという現実もありますので、その辺、今後、地域交流学習会、夏

休み、冬休み中の全国学習会、この辺、ちょっとまたてこ入れをしていただけ

るとありがたいなと思っています。 

事務局 まず１点目のファミリーサポートセンター事業でございますが、この内容と

しましては、登録制度になっておりまして、登録いただいた方に対しまして、

送り迎えや、簡単なお預かりをします。会員制となっておりまして、社会福祉

協議会さんに委託している事業でございます。 

これによって依頼する「おねがい会員」さんや、受けていただく「まかせて

会員」さんがおられ、そういった相互の関係性を重要視しております。預けら

れた方が今度は預かる立場になる、「両方会員」というのもあり、そういった

会員相互のきずなも深まるというところで、事業の方を行っております。 

この事業に関しましては、年々、費用の方が増加傾向にございまして、

年々、充実していると認識をしています。内容の件数としましては、送迎が主

となっております。 

続きまして２点目の地域の子育てサロンの件ですが、数はちょっと減少傾向

にあると伺っております。 

ただ、来年度に向けて自治振興会への交付金の内容を見なおしております中
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で、そういった自治振興会さんへの支援をしていくことで、地域の子育てサロ

ン活動をバックアップできたらと考えております。 

また夏休みの学習会、これは増えているということで、非常にいいことだと

思いますので、そういったこどもの夏休み場所が充実すれば、いろんなところ

で社会資源の分散ができると思いますので、そういったところも今後着目して

いきたいと考えております。 

会長 特に、小学校高学年から中高生までのこどもたちの居場所とか、安心でき

る、学べる場所みたいなものが少なかったりしまして、どこの自治体でも、も

うちょっと手厚くしていく必要があると言われています。 

またサロンのような活動については、そもそも、こどもさんが生まれる数が

減ってきているっていうような状況にありまして、必要ないというわけではな

いと思うんですけれども、でも１組だと、サロンとして来ていただいたところ

で、本来こう求められるような支援ができかねるということで、ちょっとあり

方についてまた考えていただければありがたいかなと思います。 

他の方、いかがでしょうか。 

委員 ３点ほどお聞きしたいのですが、１回目を欠席していますので内容的に理解

できない部分もたくさんあって、ちょっとピント外れな質問になるかもしれま

せん。 

今のお話と関連するかもわかりませんが、主に小学校、中学校のこどもたち

の、その学校を含む地域では、学校運営協議会というのが発足していて、その

地域を含む形で地域でどうこどもたちを育てていくか、ずっと熟議が交わされ

ています。さらに地域学校協働活動という、地域が学校とともに子育てをする

というような仕組みが、市内でもできていると思うのですけども、地域学校協

働活動等々のコミュニティスクールというふうに言われている場合もあるので

すが、そことこの計画との関連が、この言葉だけの問題かもわかりませんが、

あまり見えてこないので、その関連があれば教えていただきたいです。 

２点目は、夢の学習さんという生涯学習を進めておられる民間のＮＰＯ法人

に委託をして、各公民館事業を各地域で展開されていると思うのですが、その

夢の学習という言葉がたくさん出てくる。けど、その中で夢の学習さんが、家

庭教育支援、６ページになると思うんですが、社会教育スポーツ課さんの事業

として、公民館運営事業の中で、夢の学習さんが子育て支援事業の家庭教育支

援を１３３７回されたという表記があるんですけれども、その具体的な内容を

教えていただけたら。 

３点目は、２０ページですが、スポーツレクレーションによる交流の機会の

充実ということで、スポーツ文化活動も入ると思うのですが、そこを通して、

主に小学生、中学生、高校生までぐらいが対象になるのかなと思うのですが、

スポーツ活動、レクリエーション活動等々、進めてこられたと思いますが、小

学生においては多分スポーツ少年団が最も代表的な取り組みと思うのですが、

国の方では、中学校の部活動を地域で支えるという、最初は地域移行と言って

いたのですが、地域展開という言葉に変わっているのですけど、中学校等で担

っていたこどもたちのスポーツ文化活動を、地域が担っていくような転換がな
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されていて、今年度が第１期目の改革推進期間の３年目になって、次年度か

ら、実行期間って言って、土日の部活は地域で見ていくような、スポーツ環境

を地域で作っていくということと、いわゆる子育て応援団の活動等が一致する

かどうかは別にして、こどもまんなかっていう考え方からすると、中学生のス

ポーツ文化活動をこれからどう保障していくのかっていう、そういう時期に来

て、それがその施策が迫られているのですけれども、この事業の中で、部活動

の地域移行、地域展開に関わる何か事業の見通しが今後になってくるかと思う

んですがあるのかどうか、お聞きします。 

事務局 お答えいたします。 

まず１点目の小中学生のコミュニティスクールの件でございますが、こちら

についても、コミュニティスクールの協議会に参加している職員もございます

ので、非常に地域との連携というのは非常に大事だと思っております。こうい

ったところは教育委員会としっかり連携をして参りたいと思います。今日も昼

からそういった会議も、その他直接の会議ではないんですけど、常に参加して

おりますので、そういった連携を今後も図っていきたいと考えております。 

２点目の夢の学習につきましてですが、こちらにつきましては公民館事業と

いうことで、当初土曜日のこどもの居場所というところでスタートしたかなと

いうふうに認識しているんですが、これにつきましては家庭教育支援事業の中

で、やっていくということで、事業の中身につきましては、後で報告させてい

ただきたいと思います。 

３点目の中学校の部活動の地域移行の話でございますが、こちらの方もこの

直近の議会でも議論されておりましたので、教育委員会の方では進めておられ

るというところですが、こども政策部としては、そういった青少年の居場所と

いうのも非常に大事だと思いますので、そういったところも何か、８年度以

降、国の事業で何か、そういったところがございましたら連携をして参りたい

というふうに考えております。 

会長 どうしても課によってやっていることが違ったりすると思うのですけれど

も、関連すごくしてくると思いますので、また教えていただけたらありがたい

です。ありがとうございます。 

他、いかがでしょうか。 

委員 この計画でＣランクが、１ヶ所ありますね、ひとり親家庭。１４ページの１

５９です。市内でひとり親家庭が何世帯ぐらいあるか、もしも差し支えなけれ

ば教えていただきたい。それから、その家庭の経済状況はどういうふうになっ

ているのか。例えば、母子家庭の場合ですね。父親は、こどもの養育費をきち

っと支払いできているのか。そういう調査はされていますか。 

それからもう１つ、県の事業というのが書いていますね。県の事業と、今、

甲賀市が取り組んでいる事業との連携はどういうふうになっているのか教えて

いただければ。 

会長 ひとり親家庭の世帯数などは、今、情報がありますでしょうか。 
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委員 甲賀市のひとり親家庭の数ですけれども、今、児童扶養手当という、ひとり

親さんの手当をもらっておられる方っていうふうな数でしたら、６３５件とな

っております。 

養育費に関しましては、児童扶養手当の現況届を毎年出してもらうのですけ

れども、その中で養育費をもらっておられる方は手当額に関係してきますの

で、いくらもらっているかということは調査しています。把握はしております

が、統計的にデータとしては整理できていないので、今お示しすることはでき

ません。 

それと、県との連携につきましては、貸付、状況の報告や連携をしておりま

す。あとひとり親家庭支援員さんの研修も含めて、県とは連携をとっておりま

す。 

会長 ありがとうございます。 

今の回答でよろしいでしょうか。 

委員 もう少し具体的に、後程でいいから、まだ知らせていただければというふう

に思います。 

それから児童扶養手当の申請に対してですね、我々担当地域の民生児童委員

が、所見を書くことがあるんです。その辺は、きちんと民生委員児童委員とし

てやっていただいているのかなと。そこはどうでしょうか。 

事務局 児童扶養手当の証明はマルフクも含めて、民生委員児童委員様に署名をいた

だくことをお願いしておりまして、できるだけこちらもスムーズにつなぎがで

きるようにと考えております。ここでお礼も兼ねて、日々、ご協力いただきま

して大変ありがとうございます 

会長 ひとり親家庭の半分以上が貧困家庭というような現状が我が国ではございま

すので、また引き続き、ひとり親家庭に対する支援についても、取り組んでい

ただければなというふうに考えております。 

他はいかがでしょうか。 

委員 １４ページの一番下なんですけど、子育て政策課の入学支度金を支給すると

あります。中学生が１万円、小学生が５０００円。申請件数も書いてあるんで

すけれど、皆さん申請されているのかなあと心配しています。小学生のお母さ

んたちは、ちゃんとこういうのをいただけるということを把握してはるのか

な、申請してくれてはるのかな。 

ひとり親家庭福祉の会からも渡させてもらっています。今年からは、高校生

は１万円そのまま渡させてもらっているのですけど、小学生と中学生は、今ま

で５０００円渡していたのですけど、補助金を減らされましたので、３０００

円になりました。最初はもう渡せないし大変やなって言っていたのですけど、

せっかくこどもさんが入学されたのに、たとえちょっとでも渡せてあげたらい

いなと思って、３０００円を小学生と中学生のさんに、まるーむに来ていただ

いて私がおめでとうと言って直接渡させてもらっています。 

市の方は、これは１万円と５０００円、直接お渡しですか。それとも通帳に

入金ですか。先ほどあったように、ひとり親家庭が６３５件いらっしゃる中

で、中学校が４９件、小学校が４２件で、これ漏れている人はいないのかなっ
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て心配しているんです。この中学生、小学生を育てているひとり親さんは、人

生で一番忙しい年代なんです。そのときに、「こども入学するし、市に申請せ

なあかんなあ」とか、そういうのはやっぱり何か通知とかなんかいただいてる

んですか。それとも、お母さんに直接申請してもらうとか、そういう方法なん

でしょうか。 

事務局 入学支度金については、学校と、保育園を通じてご案内をしております。 

あと申請が漏れているかどうかなんですけども、児童扶養手当をもらってお

られない方もいらっしゃいますので、そこはちょっと、漏れているか漏れてな

いかっていうのは、ちょっとわからないというのが正直なところです。 

あと、ひとり親さんはお忙しいですので、オンラインで申請もできるように

なっております。感覚ですけれども、たくさんの方に申請していただいている

感じはしております。 

なお、支払は口座振り込みとなっております。 

事務局 補足ですが先ほどのひとり親家庭福祉の会さんにつきましては、ご協力賜り

ましてありがとうございます。 

減額されたという補助金についても、他に委託事業とか、そういったものを

していただいております。また昨年は、年末の物資の方もご協力いただきまし

て、ひとり親家庭の方に行き渡るような形で、ご支援の方は、いただいており

ますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

会長 すいません、私からも質問なんですけれども、このひとり親家庭等支援事業

というのは甲賀市の独自の事業になるんですかね。 

事務局 入学支度金は市の独自の事業です。 

 

会長 素晴らしいですね。ありがとうございます。 

学校を通して、「お金がもらえますよ、申請してください」っていう紙を渡

させていただいているっていうことだと思うんですけれども、忙しいお母さん

たちって、たくさんチラシとかもらってきていて、本当に必要な人が見逃して

ないかなっていうのは、私も少し心配をしています。 

すべての方がきちんと受け取っていただけるような、何かそういう仕組みが

あればいいなというふうに感じて、聞いておりました。 

委員 すいません、先ほどの話なんですけれども。ひとり親の家庭でね、例えば、

父親から養育費をもらっているか、もらっていないか。その辺の調査はできて

いるんですか。申請のときにその辺のところをきちっとチェックしてくれる

と、この家庭は、例えば母子家庭であれば母親の収入だけで生活しているんや

なとか。もしも、離婚されてひとり親になってもね、その父親が、こどもの養

育費を出してるというのであれば、それなりの経済的な支援はあるんやなと

か。我々民生委員ではなかなかその辺のところ直接、聞くことができないんで

す。 

事務局 まず養育費をちゃんと支払っているかに関しましては、こちらに相談あった

ときには必ず公正証書の案内とか、そういった法的なことのサポートをさせて

いただくことはしております。 
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またその養育費を払っておられるかという状況は掴んでおります。プライベ

ートな情報ですので、取りまとめて公表はできませんが、今現在ちょっと滞っ

ているとか、個別にそういった状況は掴んでおります。 

会長 離婚届のところに養育費についての取り決めをしていますかっていうような

チェックの欄が今はありまして、できるだけそういうような取り決めをしてか

ら、離婚届を出すっていうようなことが推奨されていると思うのですけれど

も、なかなか実際には取り決めをしたとしても、そのお金が支払われなくなっ

てくることがあって、ご離婚されたということで、それ以上会話をしていくの

も難しいということで、そのままになっているっていうようなケースが実際に

はあるかなというふうに考えております。 

何か、その点を第三者ということで、行政も関与しながら、いろいろな立場

でサポートできたらいいなというふうには思うんですけども。 

他はいかがでしょうか。 

委員 発達に課題のある方の支援を、１３ページの辺りだと思うんですが、おおむ

ね達成できた、現状維持ということで来年度以降もって書いていますが、親子

の居場所をしていますと、発達に課題のある方、ちょっと増えているという

か、多いなと思っておりますし、また何か基準に達してなくても、お父さんお

母さん、苦労してはるなっていうことをよく見る場面もございます。 

現状維持、達成ということですが、今後とも拡充の方お願いしたいと思って

発言させていただきました。 

事務局 確かに発達に課題のある方、支援を保護者さんが受けるところからも始まっ

て、いろいろな支援をこちらの方でも考えております。 

皆さん方の力もお借りしながら、地域でこどもたちを育てていくことに一生

懸命、取り組んでいきたいと思っていますので、これからもご意見をいただき

ながら、こちらも取り組んでいきたいと思っております。 

会長 発達に心配のあるご家庭の数が多くなってきているかなと思うんですけれど

も、違和感を覚えたときに、どこに話せるかな、誰にだったら話せるかなって

いうところですとか、ちょっと発達が心配だったときに、例えば子育て支援セ

ンターに行くのも、ちょっと他のこどもさんと比べられて行きづらいとか、い

ろいろな課題があって、そういうお子さん、ちょっと発達が心配に思われてい

るようなご家庭の方が集まれるような機会とかっていうのは、甲賀市ではある

んですかね。例えば、何かの診断がおりていなくても、こどもの発達の心配事

を抱えた、親御さんたちが一緒に話せたりとか、こどもたちを遊ば遊ばせたり

することができるような会とか、そういうのはありますか。 

事務局 発達が心配っていうことでしたら、主に小さいこどもさんでしたら、地元の

保健センターの保健師さんに心配事を相談されたり、園だったりとか、学校だ

ったりとか、そういうところに相談されることが主にあると思います。 

また発達支援課の方では、もっと広めていくことも必要かと思いますけれど

も、保護者さんに対して毎年１回ぐらいは、こどもをどういうふうに、こども

の特徴ってこういうものがありますよといった保護者学習会っていうのも開催

しておりまして、学校を通してご案内させてもらって、参加していただいたり
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もしております。 

保健センターや園の方から、発達に心配があってということでしたら、障害

福祉のサービスとして、児童発達支援センター業務っていうのを一緒に行って

おりまして、その中でこどもに合わせた発達の支援、それから保護者に対して

の発達の理解を一緒に考えていく、そんな支援を行っているところでありま

す。その保護者に対して保護者を卒業した方が、自分たちでグループを作っ

て、いろんな形でお話する機会を作ろうとしていただいているところもござい

ます。 

今来ていただいてる方の保護者として固まってというのは、ないんですけど

日々、来ていただく中での学習会というのは行っていただいてるところであり

ます。 

委員 発達障害が、不登校とか、或いはひきこもりに繋がって、小学校、中学校、

高校になっても、成人しても、ずっと引きこもり状態、その辺のところでもし

も何か、適切な支援があれば、我々にも教えていただきたいです。 

事務局 発達の支援っていうのは確かに小さい頃だけで終わるわけでもないですし、

大人になって、いろんな就職に関して、進学に関してっていう不安がある方っ

ていうのも出てきて初めて発達という課題が、自分の特性とか特徴があるかも

というふうに気づかれるそんな方もあると思います。 

その方々に対しては、まずは学校とかとも連携をさせてもらうところも、高

校も含めて、あるんですけれどもご連絡いただくような、そういうサポート相

談っていうのもしておりまして、不登校に繋がる前が基本、いいんですけれど

も、できるだけ相談を受けて、どういう特性があるのかとか、どういうふうに

今度社会に出ていけばいいのかっていう相談を受けているところでもありま

す。 

委員 今の不登校の話に関連して、９ページで、計画の中で相談支援事業と、教育

支援センターの事業の２つの大きな事業で動いてるとは思うんですが、相談支

援事業の中で要するに不登校の不安があったり、保護者さんが、相談に行かれ

る場っていうのは何か、相談センターみたいな機関があるのかどうか。 

それから教育支援センターを運営されているということで、学校教育課の事

業になると思いますが、民間の、例えばフリースクールであるとか、最近です

と塾なんかも昼間の不登校の子を受け入れておられる塾もあったり、線引きは

難しいかもわかりませんが、その民間の事業所、関係機関と、連携みたいなと

ころを、実情みたいなところもお話をきかせていただければと思います。 

事務局 １つ目の不登校の児童とか生徒ですけれども、相談の場としては、まず発達

支援課に何が相談したいかも含めて、相談をいただいて、保護者さんや、中に

は本人さんから相談をされてきます。その中でどういう支援が必要なのかとい

うことで、いろんな課と連携しながら、協議して進めているところです。 

２点目のご質問にお答えいたします。 

教育支援センター事業のことについてですが、センター事業についてはこち

らに書いてある通りでございますが、民間でのフリースクールにつきまして

は、教育委員会の方から補助が出ているということで、１件、聞き及んでおる
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のはスマイル甲賀さんの方で、一応、出席扱いになるようなフリースクールを

立ち上げておられると聞いております。そういったところもすでにこども政策

とは、繋がっておりますので、連絡調整はしております。 

委員 そうすると実際に民間の事業所さんというか、フリースクールとも連携しな

がら進めておられる感じですか。 

児童クラブの方もそうなんですが、民間の児童クラブみたいな機関が立ち上

がったりしてる状況があると思うんです。そこと連携していかざるをえないよ

うな状況がやっぱり生まれてきていると思います。不登校対応についても、こ

れだけ不登校のお子さんが増えてくると、やはり教育支援センターだけで対応

するのは非常に難しいのかなと思います。また、今年度以降、民間との連携に

ついてもまた視野に入れていただきたいと思います。 

会長 ありがとうございました。 

他、いかがでしょうか。 

委員 最初の方で拡大拡充した事業のところで、病児・病後児保育のところです。

私、今、育児休暇をいただいて、仕事はお休みさせていただいてるんですけれ

ど、その前、上の子が生まれてから仕事に復帰したときに、こどもってすごく

風邪引くし、働く上でそういった事業については事前に調べながら、そういっ

た準備もしながら、仕事をしていました。水口子育て支援センターでされてい

た病児・病後児保育もすごく事業としてありがたいんですけれど、実際に預け

るとなると、１回病院に行って、利用していいかっていう承諾を得て、それも

しっかり良くなってきているっていう許可を得て、ようやく預けられます。実

際、その日の朝一から預けようと思うと、前日の夕方の診察までに１回受診を

して、許可を得て預けに行く必要があるので、事業があるのは知りながらも、

実際に利用できたことは１度もなかったんです。 

そういった中で、ちょっと不安もありながらだったんですけれど、先ほど説

明であったようにみなくちこどもクリニックさんは普段から馴染みのある病院

の方でも勧められたってことで、実際お医者さんがそこに常駐されている安心

感っていうのもありがたいんですけど、やっぱりその日の朝に診察を受けて、

そのまま預けることができるっていうなところで、実際利用はしやすくなるの

かなというふうに思います。 

もちろん前提としてはやっぱり保護者が職場に理解していただいてしっかり

休んでこどもを直接見るっていうのが、やっぱりこどもにとって第１であるっ

ていうのはもちろん前提としてありながらも、やっぱり「どうしてもこの日は

休めない」とか、「さすがに３日連続休むのは」とか、いろんなやっぱり事情

があると思うので、また自分もいずれ復帰するってなったときに、この事業を

病院の方で知ったんですけれど、すごく希望になりました。いろんなことが重

なって職場の申し訳ないとか、自分の不安感とかで仕事を続けられなくなるご

家庭もたくさん、これまであったかと思うんですけれど、こういったことで、

また戻ってもやっていけるかなというような気持ちになりましたし、すごくあ

りがたい制度だなというふうに思います。 
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事務局 ありがとうございます。前提として自分で、ということをおっしゃっておら

れましたが、社会の理解が進むということも大事ですので、そのように進めた

いのと、もう１点は、朝、当日預けられるっていうのと、預けた後のお医者さ

んがおられるということで、非常に安心であるというお声はほかにも伺ってお

りますので、今後も充実していきたいと考えております。 

会長 よろしいでしょうか。本件については以上とさせていただきます。 

次に議事の２、甲賀市こども基本条例の制定方針及び甲賀市こども計画の策

定方針について、説明を事務局よりよろしくお願いいたします。 

事務局 それでは、甲賀市こども基本条例の制定方針及び甲賀市こども計画の策定方

針についてご説明をさせていただきます。 

お手元の資料２をご覧ください。前回の会議でこども向け条例の制定の流

れ、計画の策定の流れということで、大きな流れをご説明させていただきまし

た。 

今回庁内の協議を経まして、この条例の制定及び計画の策定について方針を

正式に定めさせていただきましたので、その内容をご説明させていただきま

す。 

まず資料の１、１番目の目的でございます。 

甲賀市では、こども基本法とこども大綱の理念を踏まえまして、すべてのこ

どもの権利が守られ、幸せな生活を送ることができるこどもまんなか社会の実

現を目指すため、甲賀市こども基本条例を制定し、そして甲賀市こども計画の

策定を進めます。 

次に、２番目の方向性でございます。 

条例制定と計画策定に当たりましては、国の法令、基本方針との整合を図る

他、県の条例や計画とも整合を図ります。 

また、甲賀市の最上位計画である第２次甲賀市総合計画の他、他の分野別計

画とも整合を図って参ります。 

そして、今回のポイントとなりますが、３つ目です。 

条例制定と計画性、策定に当たりましては、こどもの意見を聴取し、意見反

映を行って参りたいと考えております。 

次に３番目の期間についてです。 

こども計画の計画期間につきましては、昨年度策定した第３期甲賀市子ど

も・子育て応援団支援事業計画、いわゆる応援団計画の計画期間が、令和７年

度から１１年度までの５か年ということで、策定をしました。 

この応援団計画も、このこども計画に取り込みますことから、この応援団計

画の策定計画期間に合わせまして、こども計画を令和９年度から１１年度まで

の３年間を第１期として策定する予定でございます。 

それ以降は、取り込んだ応援団計画も含めまして、５年ごとの計画期間で進

めて参ります。 

次に、４番目の策定体制、市民等の参加についてでございます。 

この計画策定に向けての体制として、まず１つ目に、この子ども・子育て応

援団会議を挙げております。 
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この会議には多様な立場・団体の皆様に委員になっていただいておりますこ

とから、様々な視点からのご意見をいただけることを期待しております。 

資料の裏面をご覧ください。 

２つ目には、市役所内部においても庁内協議を適宜行って意見を求めて参り

ます。 

３つ目に、こどもを含む市民及び子育て支援の関係者から広く意見を聴取す

る予定をしております。 

箇条書きの１つ目でございますが、当事者であるこどもへの対面による意見

聴取、これはもう実はすでに終えておりまして、かふか２１子ども未来会議の

子ども議員さん、またその卒業生さんから意見聴取を夏休み中に実施させてい

ただきました。 

次の議題で報告をさせていただきます、次の箇条書きの部分ですが、就学前

児童の保護者へのアンケート。小５・中２のこどもとその保護者へのアンケー

ト。１８歳から３９歳の若者を対象としたアンケート。こちらは議題の４つ目

で説明させていただきます。 

そして、パブリックコメントなどの手続きで、広く市民の皆様から意見を求

めることを予定しております。 

最後に５つ目のスケジュールのところです。本日の会議は、審議会②という

ところでございます。本日の会議ではこの後、アンケート項目についてご意見

をいただく予定をしております。これを受けまして１１月以降にアンケートを

実施しまして、次回の１月末の会議には、アンケートを分析したものの速報を

お示しできればと考えております。 

そこから左側に条例、右側に計画ということでスケジュールを平行して進め

ていくのですが、まず条例については、できれば次回、１月の会議で最初の骨

子案をお示しし、計４回の会議で検討いただいた後、９月ごろの会議では、答

申を、会議の方からいただきたいと考えております。条例案について、パブリ

ックコメント手続きを行った後、最後は議会に条例案として提案し、審議して

いただく流れとなります。議会で議決をいただけましたら、条例制定となりま

す。 

右側のスケジュールです。計画につきましては、年度末にアンケート調査報

告書の完成を受けまして、来年度の５月の会議から、計画の骨子案等をお示し

させていただきまして、こちらも計４回の会議で検討いただいた後、１１月ご

ろには答申をいただきたいと考えております。こちらの計画案についても、パ

ブリックコメント手続きを行いまして、８月末には、庁内決裁を経て、計画策

定となることを予定しております。 

以上、こども基本条例の制定方針及びこども計画の策定方針についてのご説

明とさせていただきます。 

ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

会長 今後の条例制定の方向性について、今ご説明いただきましたけれども、この

件について何かご意見ございますでしょうか。 
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委員 この１８歳から３９歳の若者へのアンケート調査、私いつも甲賀市の成人式

に出席させていただいています。今年は８００名ぐらいでした。甲賀市から、

学校とか勤めで市外に出ている人たちが、どのぐらいの方が、就職先とか、或

いは、結婚して市内に家庭を持っておられるのか。できれば追跡調査をして欲

しいとお願いしているんです。それをしないと、こどもが例えば成人を迎えて

も、みんな市外に出ている。そうすると、この甲賀市内に、高齢者、お年寄り

だけが残ってしまって、若い人がみんな居ない。そういうふうな、若い人たち

が、この甲賀市で家庭をもって、働いてですね、経済的に何の不自由もなく生

活できるような、そういうまちづくりを進めるというので、こういうアンケー

ト調査をするのであれば、その辺の項目も１度、ちょっと入れていただきたい

なというふうに今、説明を聞いて思ったんですけど。 

事務局 今おっしゃってるのはアンケート調査で、少子化対策に絡んでくる部分やと

思いますので、そこはまちづくりの部門としっかり協働して取り組んで参りた

いと思います。 

ただ、今、このアンケートに関しましては、甲賀市に今後住んでみたいとか

そういったことも含めたニュアンスの部分については、検討していきたいなと

いうふうに思います。 

会長 議事の４番目のところにも繋がるところになるかなと思いますので、いただ

いた意見も反映していきたいなというふうに考えております。 

他よろしいでしょうか。 

そうしましたら、本件については以上といたします。 

次に、甲賀市こども意見聴取の結果報告について、事務局より説明をよろし

くお願いいたします。 

事務局 それでは、甲賀市こども意見聴取の結果報告について報告をさせていただき

ます。資料の３をご覧ください。こども意見聴取というのは、こども計画を作

る上で、国からも重要な取り組みとされております。今回甲賀市においてもこ

どもたちから直接意見を聞き取るというのは、初めての取り組みで、なかなか

不慣れなことでございました。今回は、こどもからの意見聴取について長年の

実績をお持ちであります、かふか２１子ども未来会議の皆さんにご協力をいた

だきまして、今回の意見聴取を実施させていただきました。 

今回対象となる子ども議員の皆さんは、市内の小学校５年生から中学校３年

生までの児童生徒さんです。さらに、ＯＢ、ＯＧなどの卒業生の高校生、大学

生の皆さんも、運営スタッフとして関わっておられるので、併せて一緒に意見

を聞かせていただこうということを予定しておりました。 

今回はいきなり意見聴取に入るのではなく、最初にこの聞きたいことの背景

となっている「こどもまんなか社会って知っているかな」と題しまして、国が

こども基本法やこども大綱を作った流れ、また、こどもまんなか社会を目指し

ていること、それを受けて、甲賀市がこども基本条例、こども計画を作ろうと

していること、そういったことを講義形式で、まずインプットとしてお話しさ

せていただきました。 

次に、日を改めまして、こども意見聴取を実施させていただきました。残念
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ながら、その意見聴取の当日には欠席された子ども議員さんが多く、意見聴取

できましたのは、卒業生を含めた５人だけということにはなりましたが、その

分、大人のスタッフの皆さんで、こどもたちを取り囲んで、手厚くフォローし

ながら進められたのは、よかったかなと思っております。 

１ページ目の左下がこどもまんなか講座、また右側がこども意見聴取の当日

の様子でございます。最初は子ども議員さんも、緊張感が感じられたのです

が、緊張が解けてくるとともに意見も活発に出てくるようになり、正直な気持

ちを反映した生の意見が出てきたかなと思います。 

意見聴取の方法と通勤方法につきましては、右側、当日のプログラムにあり

ます。１から４のテーマを設定しまして、１つずつテーマごとにディスカッシ

ョン、自由に発言をしてもらいながら、自分の意見を付箋に書き込んで、模造

紙にペタペタと貼り付けていく、最後に出てきた意見を大人も手伝いながら、

カテゴリー分けをして分析をするということを４回繰り返す作業をさせていた

だきました。 

テーマの内容につきましては、１、あなたが守って欲しいこどもの権利は。

２、こどもの権利はどうしたら守られるかな。３、どんな居場所があればいい

と思う。４悩みがあるとき、誰に、どこに相談する。という、以上の４つのテ

ーマについて、自由に意見を出してもらいました。それを分類してまとめたも

のが、この（２）テーマ別の主な意見でございます。なお、６ページ以降の資

料には、付箋に書き出した意見をそのまま列挙した元データになります。 

子ども議員さんから意見聴取をさせていただいたこの結果は、今後実施する

アンケート調査結果とあわせて、条例制定、計画策定に生かしていきたいと考

えております。 

また、今回、こども意見聴取ということで１度目をさせていただきました

が、また来年度に、改めてこども計画がある程度形になった段階で、皆さんの

意見がこういった形で計画になったよという形でフィードバックをさせていた

だくことを考えております。 

またその時点で、またご協力をいただきまして、子ども議員さんからのいろ

んな感想、意見をいただけたらということを予定しております。 

以上、意見聴取の実施計画についてのご報告とさせていただきます。 

会長 ただいま事務局から甲賀市こども意見聴取の結果報告について説明がありま

した。大変丁寧に取り組んでいただいて、ありがとうございます。 

この点について、委員の皆様から質問や意見等ございますでしょうか。 

大変率直な、こどもらしい意見がありまして、みんなこういうことを考えて

くれてるんやなっていうことがよく伝わってきました。またフィードバックも

していただけるということで、こどもたちも、自分たちの意見を聞いてもらえ

る。しかもそれが実際に条例に反映されるっていうような経験をするっていう

ことは、今後大人になっていくにあたって、自分の気持ちを発信することの大

切さみたいなことも、彼らも学ぶことができるかなと思うので、すごく良い取

り組みだなというふうに感じております。 

特にご意見がないようであれば、次に行かせていただきます。 
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議事４、アンケート調査の項目案についての説明を、事務局からお願いいた

します。 

事務局 それではアンケート調査の項目案についてご説明させていただきます。 

資料４をご覧ください。目次の通り、アンケートは全部で５種類ございま

す。小学校５年生を対象としたアンケートと、中学２年生を対象としたアンケ

ート。そして、小５・中２の保護者を対象としたアンケート。また、１８歳か

ら３９歳までを対象とした若者アンケートと、就学前児童の保護者を対象とし

たアンケート。これら５つを予定しております。 

この資料には書いておりませんが、アンケートのサンプル数につきまして

は、小中学生とその保護者につきましては全数調査として、それぞれ大体７５

０人ぐらいですので、併せてこども１５００人、その保護者１５００人、計３

０００人を対象としております。その他の２つは対象を１０００人ほど、こち

らは無作為抽出して実施します。 

アンケートの回答方式ですが、応援団計画策定時と同じく、紙でも、Ｗｅｂ

でも回答できるような形で、実施をさせていただこうと思います。 

ただし、小中学生につきましては、学校のタブレット端末、もしくはご自宅

の端末を使いまして、Ｗｅｂでの回答の方がこどもさんは慣れているかなと思

いますので、特に負担をなくすという意味でも、こどもさんにはＷｅｂ回答の

みを考えさせていただいております。 

そして、アンケートの回収率というところがちょっと気になりますが、応援

団会議では、第２期に比べまして、第３期は回収率がちょっと下がりました。

これは、委員の皆様からもたくさんご指摘をいただいたんですけれども、やは

り設問数が多いと回答するのに負担感が大きくなって、回収率が下がるという

関係にあると思われます。 

そういったこともありまして、今回アンケート項目につきましては、すでに

他市町村でこども計画の策定を先行して進めておられるところがございますの

で、そういった情報も集めていただきながら、それを参考に作成しているとこ

ろでありますが、こども計画の対象範囲が幅広いこともありまして、アンケー

トの設問数が、どうしても膨れ上がってしまうことになります。 

これを何とか絞り込んで、また、削れるところを削ってということで事務局

も考えておりますが、本日は委員の皆様のご意見もいただきまして、まだ、特

にこども向けのアンケートについて、もう少し絞り込めるのではないかという

ところがございましたら、ご意見をいただけたらと思います。 

また、回収率アップの方法としまして、ご自宅に郵送しますと放置されてし

まうことがございますので、今回、小学生と中学生、その保護者につきまして

は、学校にお願いしまして、配布していただき、回収率アップを目指したいと

考えています。 

ではアンケートの中身について、さらっと触れさせていただきたいと思いま

す。３ページをご覧ください。右肩のところに、小学校５年生アンケートとご

ざいます。 

各分類は右肩のところに書いてございます。あなたのことについてお尋ねし
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ます。その他、あなたの夢についてお尋ねしますというグループ。そして、あ

なたの普段の生活についてお尋ねしますということで、放課後の過ごし方と

か、悩みがあるか、などについて設問を作っております。 

この中に、４ページの１０番目のところでありますが、あなたは次の活動を

普段どれぐらいしますか、テレビを見るとか遊ぶとかいう中に、兄弟姉妹の世

話、親や祖父母の介護という項目を入れておりまして、ここでヤングケアラー

の家庭があるかどうかという設問をそれとなく入れ込んでおります。 

また、あなたが普段考えることについてお尋ねしますということで、自己肯

定感とか、こどもの幸せ感についての設問などを置いております。 

また次の６ページにいきますと、地域に関することということで、地域の見

守り、大人との関係について質問するほか、最後こどもの権利についての設

問、ここには、またＤＶとかそういったこと、虐待についての設問も入れてお

ります。 

こちらは小学校５年生のアンケートで、中学２年生についても、設問の内容

は、ほぼ同じになっております。 

設問の中の選択肢で、児童クラブとか部活動とか、小学校、中学校特有の選

択肢をちょっと変えていますが、基本的には同じ内容にしております。 

１３ページまでお進みください。 

こちらでは小５・中２の保護者アンケートということで、経済的な状況につ

いて、つっこんだ設問が多くございます。 

この保護者のアンケートと、小学生、中学生のアンケート、こちら全部匿名

で実施するのですが、アンケートに連番を振りまして、こどもさんと保護者さ

んとがその番号で紐つくように、そしてその紐ついたアンケートで分析できる

ようにしております。これによりまして、その世帯の経済状況と、こどもの感

じている状況、生活状況、こどものアンケートと大人のアンケートを紐付ける

ことで、こどもの貧困について特に分析することを予定しております。 

続きまして若者のアンケート、１７ページです。 

こちらは、１８歳から３９歳までを「若者」と定義されておりますけれど

も、その若者についての生活状況ですとか、将来について、また、国や地域社

会について、どういった感想を持っているか。また甲賀市についての感想。そ

して地域についての関係性、といったことを設問として挙げています。 

この若者についての設問については、追跡調査をしてほしいと先ほども委員

からご意見いただきましたけれども、またこちら、たくさんのご意見あるかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして１９ページ、就学前児童の保護者へのアンケートです。 

こちらについても、子育てに関することにつきましては、昨年度の応援団計

画の策定のときに、膨大なアンケート量でたくさん聞かせていただきましたの

で、サンプルとしては、十分ありまして、今回聞かしていただきますものは、

やはり経済的なところをちょっと聞かせていただくものが多くございます。 

こちらについては紐つけるような分析はございませんが、こういった形で、

５つのアンケートを実施しようと考えております。 
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ちなみに、アンケートの実施時期ですが、今回のご意見をいただきまして、

アンケート内容を最終的に検討した後、できれば１１月に小中学生のアンケー

トを実施するほか、順次、若者、就学前児童の保護者アンケートも実施しまし

て、次回１月の審議会では速報が報告できればと思っております。 

最終、年度末には報告書という形でまとめたものを作り上げて、委員の皆様

にご報告させていただきたいと考えております。 

それではこのアンケートの設問につきまして、委員の皆様から忌憚のないご

意見いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

会長 説明ありがとうございました。 

ただいまアンケート調査の項目案について説明がありましたが、この点につ

いて、委員の皆様からご質問やご意見等ございますでしょうか。 

はい、お願いします。 

委員 アンケートの項目を見させていただきました。６ページ、２２番、かなり内

容が踏み込んであるので、例えばこの４番、５番、学校や施設の先生や職員か

ら叩かれる、殴られる。先生、職員から心を傷つけられる言葉を言われる。 

続いて２３番の２も暴力、４は物、お金取られる、５は恥ずかしいこと、こ

れは性被害のことだと思うんですが、これすべて、学校側が把握をしている事

案ならばどうなのかなと思うんですが、把握できていない数がこうして上がっ

てきたときに、その対応はどうしていたんだということで、この次のステップ

の動きが出てくるような気がします。なので、別に教師側が逃げている意味で

はなくて、把握をできていない事案がこうして外に出ていくことの危機感を感

じるので、もう一度学校教育課、あるいは小中校長会などでご検討していただ

くことが必要かなと思うので意見として出させていただきます。 

事務局 確かにアンケート項目を学校が把握できてない場合の、次のステップという

ところもございますが、一般にこのアンケートをとるというところで、必要な

項目ということで認識はしております。学校から配布されるというところにつ

きましては、ちょっと慎重に、こども政策部のアンケートだと、しっかり線引

きをして出させていただきます。 

もう１つは、こういう設問の回答次第では、アンケートの結果も踏まえて、

何らかの計画に対する反映が必要になってくると考えておりますので、今後の

ここでのご意見も踏まえまして、総合的に判断させていただきたいと考えてお

ります。 

委員 アンケートはできれば旧町単位で集計してもらえますか。例えば、水口と信

楽では、感覚が変わってくると思うんですよ。例えば、甲賀市にずっと住む

か。その辺のところの感覚が変わってくる。できれば旧町単位の集計をしてい

ただけると、このアンケートは、かなり見応えがあるかなと思います。 

事務局 旧町単位でということは可能かと思います。 

会長 お願いします。 

可能なことは考えてください。ありがとうございます。 

他はいかがでしょうか。 
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委員 小学５年生と中学２年生に対するアンケートの項目で、１つ追加をお願いで

きたらなと思ってます。それは単純に、学校が好きですかっていう項目です。

実は私、水口中学校区に限ったことなんですけれど、礎推進会議っていう自尊

感情を育てる会議があるんですけれど、そこのアンケートを見てると、２割近

くの学校が嫌いっていう子がいるんですよ。２割ってのはちょっと私、大きい

なと思ってます。 

これが中学校区に所属する小学校別にも、アンケート出ていますので、たま

たま私の住んでるところの学校が非常に多く、２０％近くになっています。こ

の間も学校運営協働本部の中でおっしゃっていました。スクールサポーターが

どういう形で協力すればいいか、原因追究じゃなくて、どうしたら学校が楽し

くなるだろうかと。地域でやっぱり、それを盛り立てていく必要があるなって

いうことを話したんですけれど。他の小学校は１０数パーセントなんですけど

そこだけはちょっと２０％近くと多いので、甲賀市全体でどうなのかなあとい

うのをちょっと知りたいなっていうのと、１つにはそこの学校のスクールガー

ドをしてますので、毎日、私の家の近所の交差点から学校まで、最後の班につ

いて、学校まで歩いてるんです。その中でちょっと尋ねてみると、無茶苦茶距

離が遠いと。夏場も歩いて学校へ着いたら、「もう何にもする気ならへん。大

嫌い」っていう返事が何人かの方から聞いて、通学距離の問題で嫌いになって

たら、これちょっと違うやろなあと。去年のこども議会でも、スクールバスの

導入を考えてくださいっていうことで、そういう点を市の方に対して発言した

こともあるんですけれど、今のこの気象関係を考えたときに、４キロっていう

１つの目安があるんですけれど、それに近いこどもたち、特に低学年なんか学

校行ったときにもう何もする気がない。そういう部分もあるんで、甲賀市全体

で、どれぐらいの子が、学校が嫌いなのかな。単純に、そういう距離的な問題

が学校ごとに大体わかると思いますんで、わかれば、対策が立てられるのか

な。その辺、項目を入れていただければありがたいかなと思います。 

事務局 ありがとうございます。好き嫌いというだけの設問は難しいかもしれませ

ん。何が原因かというところも大事かと思いますので、そこまで突っ込んで調

べられるのかっていうのもありますので、検討させていただきたいと思いま

す。また、先ほどの意見も踏まえましてアンケート結果によって、地域別に公

表することが好ましくないというようなことであれば１回会議の中で諮らせて

いただくという折衷案もございますので、決して隠すわけではございません

が、特定地域というかある程度少ないところが露見しないようにだけは考えて

いきたいと思います。 

委員 アンケートに、あなたが住んでいる地域を教えてください、という設問に、

回答の選択肢が書かれてないので、どのような小分けにされるのかな。 

事務局 ご指摘の通りあなたが住んでいる地域を教えてくださいというところがちょ

っと空欄になっております。ここを学区で入れるのか、今お話がありましたよ

うに、旧町単位で入れるのか、というところを考えておりました。 

学区でいきますとやっぱり学校が特定されてしまいますので、こどもさんが

少ないところになりますとやはりもうほぼ特定がされてしまいますので、ちょ
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っとそこはまずいかなっていうところは懸念は感じております。 

ですので、最終も今もご意見いただきました旧町別での集計っていうのが、

いいのかなあということは案としては思っております。 

ちょっとそういった悩みもありましてここ空欄でおいておりますが、今のと

ころそのように考えております。 

ありがとうございます。 

会長 この件なんですけど、保護者アンケートとこどもアンケートを紐づけますよ

ね。あらかじめ、この番号はここの町というふうに、番号を課の方で把握して

おいていただければ、わざわざここ聞かなくてもいいんじゃないかなっていう

ふうに、考えるんですけれども。おそらく他の自治体さんもそのようにされて

いるかなと思います。例えば小学校ごとなので、どこかの番号をちょっと合わ

せるなどしておくことによって、もうこの質問をしなくても済むように、おそ

らくされているかなと思いますので、それもご検討いただければなと思いま

す。 

ほかは、いかがでしょうか。 

委員 先ほどの意見の中で、学校が好きですかっていう項目を入れた場合に、多分

そこで嫌いって答えるこどもさんやったら、おそらく小学校５年生アンケート

の２３番にいじめられるとか、そういうふうに多分書かれると思うので、私は

あってもいいのかなと思います。 

もともと、学校好きって聞いたときに、好きだけど、いじめられるから行き

づらいっていうこどもさんもおられるので、実際そのごめんなさい、特定され

ると困るっていう意味がわからなくって、ある程度絞られたら、そこから何か

予防とか支援とか、逆に入っていけるのかなって私は、思うんですけど。 

特定されたら、駄目な理由を教えていただけたらと思います。 

委員 特定されるといけないということではなく、公表されると個人がわかってし

まうことになると問題かなと。 

特定することにより対応できる部分につきましては非常に有益なことだと思

いますので、そういったこともございまして、ちょっと考えさせていただきま

す。 

会長 ここら、今議論いただいてる質問の仕方が、かなりダイレクトなので、私が

心配するのは、このアンケートに、答えているこどもたちのメンタル面、こう

聞かれて、行為がこういう嫌な思いをしているっていうところに丸をしなきゃ

いけないっていうことがこどもたちにとってストレスであったりしんどいこと

であったりする可能性も考えられるのかなと思っていて、ただ聞かないという

わけにもいかないと思うので、少しでもこどもたちの、ちょっと具体的すぎる

ので、こどもたちにとっては嫌な、自分の状況っていうのを明確にしていくよ

うなアンケートになってしまう可能性もあるので、その点を少し考慮していた

だけるような表現であるとありがたいかなというふうに思います。 

他いかがでしょうか。 

委員 ちょっと基本的なところになるかもわからないんですが、このアンケートに

しても、その前の、意見聴取をされた取り組みにしても、要は甲賀市こども基
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本条例の案を策定していく、その根拠となるというか、背景にあるものを把握

しようとされているんですよね。その条例なり、これからの計画なりをどんな

ふうに進めていくか中で、アンケートの方は、実態を掴んだ上でっていうこと

になるでしょうし、こどもの意見聴取についてどの程度取り入れられるのかち

ょっとわからないんですが、今回については５名のこどもさんなので、ちょっ

とそこを反映するのは非常に難しいのではないかなと思いますが、それをいろ

んな地域で開催されて、生の声を聞かれて、じゃあ次に条例に、というとき

に、こどもまんなか社会ということにも関わってくるかもわからないんです

が、当然こどもの権利、こどもの思いや意見を反映して、甲賀市ではどう進め

ていくかという、大きなところに持っていくというのは理念として、当然言わ

れてることですし、私もそう思うんですけれど、一方で、教育という観点から

したら、ちょっと関係ないかもわからないんですが、豊明市が、スマートフォ

ンを大人もこどもも、１日２時間に制限された条例案が可決されたというとこ

ろで、非常に全国的に話題になっていて、賛否分かれるところだと思うんです

が、その条例案からすると、いわゆる制限をかけて、こういうふうにこどもを

育てるために、こうしていくんだというまあ言うたら、上から目線の施策とし

て盛り込まれたと。こっちは、いわゆるこどもの思いから何か条例を作ってい

くんですが、この中に、教育という視点から、もっとこういうことをさせたい

とか、今の現状、こども子育てなりそれからこどもの育ちの、いわゆるマイナ

ス面っていうかそこにどう切り込んでいくかっていうことも反映される予定で

アンケートを取られるということで解釈してよろしいでしょうか。例えば、具

体的に言うと、こどもが登下校の時間を自分で決められるようにして欲しいと

か、教科を選択したい。いわゆる長浜市がこれからやろうとされてる学びの多

様化学校だとこういうことができるんですけれど、一般的には学校でこういう

ことは非常に難しいですよね。当たり前なんですけれども。ハンディファンと

か電気カイロを持ってきて、暑さ寒さから逃れたい。その率直な思いはわかる

けれど、教育的なことからすると、それはおそらく学校はされない。そこの兼

ね合いがある。どの程度反映されて、いわゆるこっちからこういうふうに、さ

せたい、こうして欲しい。条例や計画へのビジョン、見通しみたいなものをお

聞かせいただけますか。 

事務局 範囲につきましてはもちろん審議会に諮らせていただくことにはなるんです

が、実際、こどもの意見をすべて反映するというよりは、こどもたちに対して

必ずフィードバックするということが大事ですので、意見を一旦お伺いして、

共感して、フィードバックするというところは必ずさせていただきたいと思

う。 

すべてを反映することは難しいかなと思っております。今のアンケートもそ

うですが、こどもの意見を聞くことは非常に大事ですので、それを必ず施策に

生かせるようにはしていきたいと思っています。 

会長 すいません私からも言っていいですか。 

若者アンケートの６番のところなんですけれども、ヤングケアラーの定義

が、１８歳未満のこどものことを言いますっていうふうになっているんですけ
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ども。ここのところ、若者の方が答えるときに重要になってくるので、変更を

お願いしたいです。 

あと、１４ページ。小５、中２、保護者アンケートの、例えば１１番のとこ

ろにあるんですけれども、あなたの家庭ではお子さんと次のような体験をする

ことがありますか。海水浴とか博物館、科学館とかあるんですけど、海水浴を

これ１つ、わざわざ分けるのはどうでしょうか。こういう地味なところで、ち

ょっとずつ削減していくことで、項目が減っていくんですね。なので、もうち

ょっと目的に応じてシンプルになるといいなというふうに考えました。 

他、いかがでしょうか。 

委員 もし減らせるのなら、３ページ目とかの、甲賀市はあなたにとって住みよい

場所ですか、６番、大人になっても甲賀市に住み続けたいと思いますか、とい

う項目について、５年生のこどもは自分の生活エリアしか分からないのでまと

めてしまったらどうでしょうか。中学生になるとこれは必要かもしれません

が。 

会長 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

そうしましたら、アンケートの件は以上としたいと思います。 

以上で本日の議題はすべて終了いたしました。委員の皆様には議事の運営に

ご協力いただき、ありがとうございます。 

それでは進行を事務局にお返しいたします。 

 

４．副会長 閉会挨拶 【林副会長】  

 

 第２回目の応援団会議、大変いろんな貴重なご意見いただきました。 

本年度、また来年度もそうですけれども、本当に少子化と言われる中、本当に甲賀市の将来

を担ってくれるこどもたちのために、皆様方、今後もこの応援団会議でご意見をいただければ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います本当に、私も今日は上着を着て来ましたけ

れども、彼岸が過ぎて、大分涼しくなってきました。健康にご自愛いただきまして、また次回

の会議もご出席いただければと思います。 

本日は大変ありがとうございました 

 

５．閉会 


